
 

 

意   見   書 

 
                                            三重県公共事業評価審査委員会 
 
１ 経  過 

 
平成１８年８月３０日に開催した平成１８年度第２回三重県公共事業評価審査委員会

（以下「委員会」という。）において、県及び市より広域農道整備事業１箇所、農林漁業

用揮発油税財源身替農道整備事業１箇所、道路事業３箇所、都市公園事業１箇所、下水道

事業２箇所、河川事業１箇所の審査依頼を受けた。 
このうち、広域農道整備事業及び農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業、道路事業

に関しては、同年１１月２１日に開催した第５回委員会において、県の担当職員から事業

説明を受けるとともに、審査資料に基づき審査を行った。 
また、都市公園事業に関しては、同年７月１３日に開催した第１回委員会及び同年１１

月２１日に開催した第５回委員会において、市の担当職員から事業説明を受けるとともに

審査資料に基づき審査を行った。 
また、下水道事業に関しては、同年８月３０日に開催した第２回委員会において、県及

び市の担当職員から、また同年９月１９日に開催した第３回委員会、同年１１月２１日に

開催した第５回委員会において、市の担当職員から事業説明を受けるとともに審査資料に

基づき審査を行った。 
また、河川事業に関しては、同年１０月２３日に開催した第４回委員会及び同年１１月

２１日に開催した第５回委員会において、県の担当職員から事業説明を受けるとともに審

査資料に基づき審査を行った。 

 

２  意  見 
 
  審査対象事業に関して慎重な審査を行った結果、以下のような意見を委員会としてとり
まとめ、三重県知事に対して答申するものである。 

 
（１）広域農道整備事業［県事業］ 

 

３番 中勢
ちゅうせい

３期
き

地区
ち く

 

 
３番については、平成７年度に事業着手しその後おおむね１２年を経過して継続中の事業で

ある。 
審査を行った結果、審議未了のため継続審議とする。 
 



 

（２）農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業［県事業］ 

 

４番 上野
うえの

依那
い な

古
こ

２期
き

地区
ち く

 

 
４番については、平成６年度に事業着手しその後おおむね１３年を経過して継続中の事業で

ある。 
審査を行った結果、審議未了のため継続審議とする。 
 
（３）道路事業［県事業］ 

 

５番 一般
いっぱん

国道
こくどう

４７７号
ごう

四日市
よっかいち

湯
ゆ

の山
やま

道路
ど うろ

 

６番 主要
しゅよう

地方
ちほう

道
どう

伊勢
い せ

松阪
まつさか

線
せん

 

７番 一般
いっぱん

国道
こくどう

２６０号
ごう

南島
なんとう

バイパス 

 
５番、６番については、平成９年度に事業着手しその後おおむね１０年を経過して継続中の

事業である。 
７番については、平成４年度に事業着手し平成１３年度に再評価を行いその後おおむね５年

を経過して継続中の事業である。 
審査を行った結果、５番、６番については、事業継続の妥当性が認められたことから事業継

続を了承する。 
７番については、交通量の予測等の計算及び便益計算の根拠について、妥当と判断できる説

明が不足していた。従って、これを説明できる資料の提出をまって再審議とする。 
 
（４）下水道事業［県事業］ 

 

８番 北勢
ほくせい

沿岸
えんがん

流域下
りゅういきげ

水道
すいどう

（南部
なんぶ

処理
しょり

区
く

） 

 
８番については、昭和６２年度に事業着手し平成１０年度に再評価を行いその後おおむね８

年を経過して事業内容の大幅な変更が必要と判断したため２回目の再評価を行った継続中の事

業である。 
審査を行った結果、事業継続の妥当性が認められたことから事業継続を了承する。ただし、

全体事業費については、県民の理解が得られるような事業費で取り扱うこととされたい。 
 
 
 



 

（５）河川事業［県事業］ 
 

１５番 二級
にきゅう

河川
かせん

 赤羽
あかば

川
がわ

 総合
そうごう

流域
りゅういき

防災
ぼうさい

事業
じぎょう

 

 
１５番については、昭和５５年度に事業着手し平成１０年度に再評価を行いその後おおむね

８年を経過して継続中の事業である。 
審査を行った結果、事業継続の妥当性が認められたことから事業継続を了承する。 
 
（６）都市公園事業［市町等事業］ 
 

１０８番 岩田池
いわたいけ

公 園
こうえん

 

 
１０８番については、平成４年度に事業着手し平成１３年度に再評価を行いその後おおむね

５年を経過して継続中の事業である。 
審査を行った結果、事業計画の見直し内容について、具体的な説明が不足していた。従って、

事業見直し前後及び計画内容と事業費を対比した資料の提出をまって再審議とする。 
 
（７）下水道事業［市町等事業］ 
 

１１１番 中勢
ちゅうせい

沿岸
えんがん

流域下
りゅういきげ

水道
すいどう

（志
し

登
と

茂
も

川
がわ

処理
しょり

区
く

）流域
りゅういき

関連
かんれん

公共下
こうきょうげ

水道
すいどう

 津市
つ し

（雨水
うすい

） 

 
１１１番については、平成９年度に事業着手しその後おおむね１０年を経過して継続中の事

業である。 
審査を行った結果、事業継続の妥当性が認められたため、事業継続を了承する。ただし、開

発地区内での雨水対策は不可欠なものである。今後、開発事業については、適切に計上された

い。 
 
（８）総括意見 
一、河川事業について、想定氾濫区域等シミュレーションを行う場合は、マニュアルを踏ま

えつつ、地域の特性ならびに実情にあわせたものとされたい。 


